
農業協同組合による農業雇用労働力確保調整の一方策
(農試経営部)

1 背 景とねらい

集約化 ・規模拡大した園芸作などに欠かせない雇用労働力は、近年減少、不足を余儀

なくされている。
このような中にあつて、農業協同組合が農業雇用確保調整対策を実施する場合の一方

策を明らかにしたので指導上の参考事項に供する。

2 技 術の内容

(1)潜 在的農葉雇用労働力の賦存状況と就業条件

県内の農業雇用は概して不足している現状にあり、今後その程度が一層強まると予

想される。
しかし、着手町での農業雇用に関する意向調査では、非農家層を中心に少なからず

就業希望者がいた。但し、その多くは現状での農業労働環境を是認したものではなく、
就業条件の改善を求めている (表1)。

30-40 の

項  目 容内

就 業 動 機
育児から解放された余裕時間を活用 し生活費、教育費を得た

いとの動機が多い

希望従事内容
農協施設での就葉希

そして野菜の固場作業
圭が多いが、農家農協どちらでもよい、
鮭事の選択も少なからずある。

希望就業条件

①従 事 期 間 :半 年以上の長期間
②賃 金 水 準 :他 産業勤務 (パート含む)並の賃金単価
③勤 務 時 間 :現 行の前後をカットし9～15(iS〕時
④通 勤 手 段 :雇 用農家剛で手配
⑤作業環境改善 : 休憩施設、 トイレ
⑥休    日 : 定期的な休画

(2)農 業雇用労働力不足への農協の支援形態
農業雇用不足への農協の支援方法として農作業の請員を含め表2の ような形態があ

る。
りんご固地等特定農家での緊急避難的な雇用確保には 「委託募集」でも良いが、雇

用の必要な時期が不規則、雇用農家が流動的かつ多数の場合、無科職業紹介事業であ
る 「農作業従事者の斡旋」おS適している。
機械作業の場合は農作業の請負も可能であるが、裸手による収種作業等では派遣と

みなされ、労働者派遣法に抵融する。

に2 ヽ主Fン、

支援形態 容内 実施上の法令の榔i約

農 作 業

従事者の

委託募集

一定の作業時期に特定の農家
から委託を受けて農協が農作業
従事者を募集する。

O職 業安定法
01年 以内の募集期間を定めて許

可 (県知事)が 必要
業
者

旋

作
事

斡

農
従

の

農協が求人開拓、求職開拓を

行い、求職者に対 し求人者 (農
家)を 紹介する。

〇騒薬安定法
〇農協が労働大臣許可を得た上で

無料職業紹介暮業 として可能

- 3 3 -



農作業の

請  負

農協が農家の農作業を請け負
い、農協職員 (正規、臨時)を
指揮命令して作業を処理する。

〇請員の基準 (労働省告示)
○基準を満たしていない場合は、
労働者派遣事業と見なされ、労
働者派遣法の制約

〇単なる裸手作業のみの野菜収寝
筆 け に 輩 目の 派 棺 ル期 縮 六 ね ム

( )

‖作業員の ‖を農家に派遣し、職員は農家のiO農 作業従事への派遣行為は禁止|
i卜派韓 J湾旨ま                              |

(3)農 協無料職業紹介事業

農協による無料職業紹介事業は、昭和88年に制度化されたものであるが、現在全国

の14農協で取り組まれ、山形県の農協では雇用の確保実績をみている。

この事業は農業雇用労働力の地域内確保 ・活用調整、雇用環境の改善を農協主導で

行えるメリットがあり、一方
tに

おける省力化推進とともに地域の労力不足への対策の

基本ともいえる。                    |

ア還 言モ雪キ
墾量量量ぜ:全憲ミ

農 家 訪 問

事業運営のポイント

非農家主婦層を中′いとした

新 規 雇 用  の  開  拓

パート的労働力活用に向けた

雇 用  環  境  改  善

「
いな      こ 4ヽ｀` ‐ヽ卓こミ

求
 ヽ                    S

,

雇 用 契 約

地域での雇用従事意向把握
農業雇用機会の地域への紹介 ・PR

農作業基礎技術修得指導
ルックスタイム制導入、定期的休日の設定

他産業並賃金、労焚保険完全加入
送迎手段確保、休憩施設整備

3 指 導上の留意事項

(1)無 料職業紹介事業の実施にtま労働大臣の許可が必要であること。

(2軽
圏客霊轡8争患習読督合馨i窪望撃揚魯畳合魯暑を含畳とを畳昌書を告看置唇景

需
に公共職業安定所の農業雇用不足状況の

(3)無 料較業紹介事業にも雇用保険対策 (失業手当給付)に 限界があること。

4 試 験成績概要
省略

営 農  計  画
・広 報 活

求人票 ・求較票の整理
求 人 票 の 提 示

就職先の選択
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